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令和８年４月 

                                    社会福祉法人奈良県社会福祉協議会 
 

この貸付事業は、児童養護施設等（※1）入退所又は里親等（※2）に委託・委託解除された方に必要な資

金を貸し付けることにより、円滑な自立を支援することを目的としています。  

給付金ではなく貸付金であることから、就業を所定の期間継続できなかったときは、貸付金を返還する

必要があります。 

貸付申請を希望される方は、この貸付案内をお読みになり、施設担当者や里親と十分に相談のうえ申請 

してください。 

 

◆貸付の概要 

貸付対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

貸付 資金 

家賃支援費 

資格取得支援費 

生活支援費 ― 

要  件 

大学等（※3）に在学 就労中 
就職・就労に必要な資格 

取得を希望 

 

児童養護施設等退所・里親等委託解除後５年以内 

  

児童養護施設等入所・里親

等委託中（高校在学中など） 

対 象 経 費 
家賃（管理費・共益費含む） 

資格取得に要する費用 

生活費 ― 

貸 付 期 間 正規の修学期間 ２年以内 ― 

貸 付 額 

家賃支援費：１か月あたりの家賃自己負担額（※4） 

２５万円以内（※6） 
生活支援費：月５万円以内 

（※5） 
― 

交付 方法 ３か月ごとの分割交付 一括交付 

貸付 利子 無利子。ただし、返還期限後は年３％の延滞利子が生じます。 

連帯保証人 原則１名必要。ただし、連帯保証人を立てられない事情があるときは不要。 

申請 期限 随時（※7） 受講が修了するまで 
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貸付対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

返 還 

 

・大学等を退学したとき 

・大学等を卒業した日から

１年以内に就職しなか

ったとき 

・就業を継続する意思がな

くなったとき 等 

 

就業を継続する意思がな

くなったとき 等 

 

 

・資格を取得する見込みが

なくなったとき 

・大学等、高等学校を卒業し

た日から１年以内に就職

しなかったとき 

・就業を継続する意思がな

くなったとき 等 

返還 方法  返還事由が生じた月の翌月から一括又は月賦による。 

返還 期間 ２０年（２４０回）以内 ２年（２４回）以内 

返還 免除 

 

大学等を卒業した日から 

1 年以内に就職し、５年間

引き続き就業を継続した

とき 等 

 

就職した日から５年間引

き続き就業を継続したと

き 等 

 

就職した日、貸付を受けた

日のいずれか遅い日から

２年間引き続き就業を継

続したとき 等 

 

（※1）奈良県内の児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業所 

（※2）里親、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

（※3）学校教育法に規定する大学（大学院は除く。）、高等専門学校、専修学校 

（※4）居住する地域の生活保護制度上の住宅扶助費を限度とします。不明な場合はお問い合わせくださ

い。 

（※5）医療機関を定期的に受診する場合は、医療費等の自己負担額を生活支援費に加算することができま

す。 

（※6）児童入所施設措置費国庫負担金における特別育成費の資格取得等特別加算費が支弁される場合は、

当該加算費を控除した額とします。 

（※7）申請日以降に発生する資金の貸付とします。遡って貸付することはできません。 
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進学者、資格取得希望者（在学者）のとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

在学 

 

事前相談・面談（５ページ参照） 

貸付申請（５ページ参照） 

貸付決定（６ページ参照） 

返還（９ページ参照） 

５年間（資格取得希望者は２年間）就業継続 
（１０ページ参照） 

返還免除（１０ページ参照） 

就職 
 

貸付金交付

現況報告

 
資格取得（６ページ参照） 

卒業（８ページ参照） 在学（７ページ参照） 

退学 

（７ページ参照） 

資格取得できな

かった（７ページ参照） 

就業

現況報告

転職（８ページ参照） 休職等 

改姓・転居 
(９ページ参照) 

退職（９ページ参照） 
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就職者、資格取得希望者（就業者）のとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談・面談（５ページ参照） 

貸付申請（５ページ参照） 

貸付決定（６ページ参照） 

返還（９ページ参照） 

５年間（資格取得希望者は２年間）就業継続 
（１０ページ参照） 

返還免除（１０ページ参照） 

就職 

貸付金交付（６ページ参照） 

現況報告（７ページ参照） 

 

資格取得（６ページ参照） 就業（８ページ参照） 

転職（８ページ参照） 休職等 

改姓・転居（９ページ参照） 

退職 
（９ページ参照） 

資格取得できな

かった（７ページ参照） 
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１．事前相談・面談                                          

児童養護施設等入退所者は施設担当者、里親等委託・委託解除者は里親等及び児童相談所と十分にご相談 

ください。 

 申請を希望するときは、関係者同席のうえ本会にて貸付制度について詳細にご説明するとともに、将来 

の希望や資金計画などを確認します。 

 

２．貸付申請                          

児童養護施設等入退所者は施設担当者、里親委託・委託解除者等は児童相談所（里親等や里親センター

担当者）が次の書類をとりまとめて提出します。 

 

◆提出書類一覧 

No 提出書類 

様
式
番
号 

生

活

支

援

費 

家

賃

支

援

費 

資

格

取

得

支

援

費 

備考 

１ 自立支援資金貸付申請書 1 号－1 ○ ○ ○  

２ 医療機関受診申告書 1 号－2 ○   希望者のみ 

３ 病院等及び薬局の領収書 － ○   希望者のみ、直近 3か月分 

４ 
推薦書（児童養護施設等） 

推薦書（里親等） 

2 号－1 

2 号－2 
○ ○ ○ 

児童養護施設等入所・退所者 

里親等委託・委託解除者 

５ 住民票（申請者、連帯保証人） － ○ ○ ○ 
発行日から 3か月以内、マイナンバー

記載不要 

６ 
連帯保証人の所得が確認でき

る書類 
－ ○ ○ ○ 直近の所得証明書又は課税証明書  

７ 在学・就業が確認できる書類 － ○ ○  
【進学者】合格通知書、在学証明書等 

【就職者】採用内定通知書、就業証明書等 

８ 
家賃自己負担額が確認できる

書類 
－  ○  

賃貸借契約書、給与明細書、就業規則

等 

９ 
資格取得に要する費用が確認

できる書類 
－   ○ 領収書、申込書、請求書等 

１０ 措置解除決定通知書のコピー － ○ ○ ○ 
申請時に措置解除されていないとき

は、解除後に提出して頂きます。 

※提出書類 No.７～９はコピー可。 
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【申請者が未成年者（18歳未満）であるとき】 

未成年者が貸付を受けるには、親権者など法定代理人の同意が必要です。同意を得られないときでも、

児童養護施設等の長又は児童相談所長の推薦書によりやむを得ない事情があると確認できるときに限り、

貸付申請を受理します。その場合、申請者が成年者になったときに貸付を受けたことを追認しなければな

りません。 

 

提出書類 様式番号 

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金金銭消費貸借契約に関する追認書 ５号－２ 

 

 

３．貸付金交付（初回）及び返還猶予申請            
 

                       対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

手 続 き 貸付決定日から１か月以内に下記書類を提出。 

提 出 書 類 

１．借用証書（様式第５号－１） 

２．印鑑登録証明書（借受人、連帯保証人、発行日から３か月以内のもの） 

３．誓約書【借受人、連帯保証人】（様式第６号－１～４） 

４．振込口座届出書（様式第７号） 

５．銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できる書類 

６．在学証明書          ※進学者、資格取得希望者のとき 

就業証明書（様式第１３号） ※就職者のとき 

７．自立支援資金返還猶予申請書（様式第１２号） 

注 意 事 項 

・貸付決定額に応じて、次の額面の収入印紙を郵便局等で購入し、貼り付け、消印してく

ださい。  

 

貸付決定額 印紙税額 

１０万円以下  ２００円 

１０万円超５０万円以下 ４００円 

５０万円超１００万円以下 １，０００円 

１００万円超５００万円以下 ２，０００円 

 

・貸付申請時に在学証明書又は就業証明書を提出した場合は、改めて提出する必要はあり

ません。 
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４．資格取得の報告                       
 

                                 対象者 資格取得希望者 

手 続 き 資格取得後１か月以内に下記書類を提出。 

提出 書類 運転免許証のコピー等、資格を取得したことが確認できる書類。 

注意 事項 資格を取得できなかったときは、貸付金を返還しなければなりません。 

 

 

５．現況報告及び貸付金交付（２回目以降）                    
 

                   対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

手 続 き ３か月ごとに下記書類を提出。 

提出 書類 

１．自立支援資金現況報告書（様式第 8号） 

２．在学証明書            ※進学者のとき  

給与明細書のコピー  
※就職者のとき 

就業証明書（様式第13号） 

  

上記書類の提出は、次のとおりです。 

対象者 提出書類 
提出月 

４月 ７月 １０月 １月 

進学者 

・ 

資格取得支援費 

（在学者） 

現況報告書 ○ ○ ○ ○ 

在学証明書 ○ － ○ － 

給与明細書 ○ ○ ○ ○ 

就業証明書 ○ － － － 

就職者 

・ 

資格取得支援費 

（就職者） 

現況報告書 ○ ○ ○ ○ 

給与明細書 ○ ○ ○ ○ 

就業証明書 ○ － － － 

  
なお、貸付金は提出月の２０日頃に送金する予定です。 

注意 事項 
・提出期限を過ぎたときは、貸付金の送金が遅くなります。 

・所定の期間就業継続するまで提出します。 
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６．退学、資格取得できなかったとき               
 

                             対象者 進学者 資格取得希望者 

手 続 き  退学、資格取得できなかったときから 1か月以内に下記書類を提出。 

提 出 書 類  自立支援資金返還計画申請書（様式第１５号）  

注 意 事 項 
退学又は資格取得できなかったと認められる月の翌月から一括又は分割（進学者は２０

年以内、資格取得希望者は２年以内）により貸付金を返還しなければなりません。 

 

 

７．卒業・就職（進学）の報告及び返還猶予申請                
 

                       対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

手 続 き 卒業後１か月以内に下記書類を提出。 

提出 書類 

１．自立支援資金返還猶予申請書（様式第１２号） 

２．在学証明書          ※進学するとき 

就業証明書（様式第１３号） ※就職するとき 

３．卒業証明書など、卒業したことが確認できる書類 

 

 

８．他の会社へ転職                         
 

                       対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

手 続 き 転職後１か月以内に下記書類を提出。 

提出 書類 
１．転職前に勤務していた会社の就業証明書（様式第１３号） 

２．転職した会社の就業証明書（様式第１３号） 

注意 事項 

貸付金の返還を免除されるには、引き続き５年間（資格取得希望者は２年間）就業継続

しなければなりません。転職までに期間が空いたときは、返還を求められる場合があり

ます。 
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９．勤務先を退職                      
 

                      対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

手 続 き 退職後、速やかに本会へ連絡し、１か月以内に下記書類を提出。 

提出書類 

進学者 

就職者 

【一部免除、残額返還】 

就業期間が貸付を受け

た期間以上 

１．就業証明書（様式第 13 号） 

２．自立支援資金返還免除申請書（様式第１４号） 

３．自立支援資金返還計画申請書（様式第１５号） 

【全額返還】 

就業期間が貸付を受け

た期間に満たない 

自立支援資金返還計画申請書（様式第１５号） 

資格取得 

希望者 

【一部免除、残額返還】 

就業期間が１年以上 

１．就業証明書（様式第１３号） 

２．自立支援資金返還免除申請書（様式第１４号） 

３．自立支援資金返還計画申請書（様式第１５号） 

【全額返還】 

就業期間が 1年未満 
自立支援資金返還計画申請書（様式第１５号） 

留意事項 
一部返還免除は、退職にやむを得ない事情があると本会が判断した場合に限ります。 

本人の責による免職や、特別な事情がない自己都合退職のときは、適用されません。 

 

 

10．改姓又は転居したとき                         
 

                       対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

手 続 き 変更後１か月以内に下記書類を提出。 

提出 書類 
１．変更届（様式第１１号） 

２．住民票又は運転免許証の両面コピー等、変更内容が確認できる書類 

注意 事項 

・変更内容が確認できる書類を必ず添付してください。 

・氏名、住所は、貸付金の返還が免除されるまで、様々な書類の受け渡しのために必要な

情報ですので、必ず提出してください。 
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11．５年間（資格取得希望者は２年間）引き続き就業を継続したとき  
 

                      対象者 進学者 就職者 資格取得希望者 

手 続 き 本会が指定する期日までに下記書類を提出。 

提出 書類 自立支援資金返還免除申請書（様式第１４号） 

注意 事項 

・返還が自動的に免除されません。返還免除申請が必要です。 

・提出された就業証明書により、引き続き５年（資格取得希望者は２年）間就業したこと

を本会が確認し次第、提出をご案内します。 

 

１２．その他                               
 

・次の場合は速やかに本会までご連絡ください。 

１．大学等を休学、停学、留年、又は復学するとき 

２．貸付決定後に貸付の全額又は一部を辞退するとき 

・書類を提出しないときは、貸付金の返還を求められる場合もありますので、ご注意ください。 

・提出が遅れる場合は、必ず下記まで連絡してください。 

 

奈良県児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付実施要綱及び様式は、本会ホームページに掲載

しております。必要に応じてダウンロードしてください。 

ホームページ https://nara-shakyo.jp/pages/159/ 

 

 

【書類提出・連絡先】 

社会福祉法人奈良県社会福祉協議会 生活支援課 

〒６３４－００６１ 

奈良県橿原市大久保町３２０－１１ 奈良県社会福祉総合センター内 

ＴＥＬ ０７４４－２９－０１００ 

E-mail seikatsu@nara-shakyo.jp 

 


